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新潟市担い手確保・経営強化支援事業交付要綱 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 担い手の育成・確保の取組と農地の集積・集約化の取組を一体的かつ積極的に推進する地

域において、地域の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械等の導

入等について支援することで、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図るこ

とを目的とする。担い手確保・経営強化支援事業（以下「支援事業」という。）の実施にあ

たっては、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱（平成28年1月20日付け27経営第2612号

農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。）、新潟県担い手確保・経営強化支援

事業補助金交付要綱（平成28年2月17日付け地農第595号。以下「県要綱」という。）、新潟

市補助金等交付規則（平成16年新潟市規則第198号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において「補助金」とは、国要綱第３の１に掲げるもののうち、市長が交付する

以下のものをいう。 

（１） 融資主体型補助事業 

（２） 追加的信用供与補助事業 

２ この要綱において「助成対象者」とは、前項の（１）の補助金の交付の対象となる者をい

う。 

３ この要綱において「基金協会」とは、第１項の（２）の補助金の交付の対象となる新潟県

農業信用基金協会をいう。 

４ この要綱において「助成対象者等」とは、前２項の「助成対象者」及び「基金協会」をい

う。 

５ この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令（告示を含む）、農業経営対策

事業費補助金等交付要綱（平成 12 年 4 月 1 日付け 12 構改 B 第 350 号農林水産事務次官依命

通知）、国要綱、県要綱及び本市の規則をいう。 
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第２章 補助金の交付の申請等 

（対象経営体調書の提出） 

第３条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書（国要綱により定

められた様式。以下同じ。）を市長が定める期日までに提出しなければならない。 

２ 市長は、国要綱に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提

出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知する

ものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請（契約の申込みを含む。以下同じ。）をしようとする助成対象者等は、

市長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書（様式第１号及び様式第２号）をその定

める期日までに提出しなければならない。 

（１）申請者の氏名又は名称及び代表者 

（２）事業の目的及び内容等 

（３）支援事業に要する経費 

（４）成果目標（追加的信用供与補助事業を除く） 

（５）その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるとき

は、第１項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項各号に掲げる書類の添付を省略する

ことができる。 

４ 助成対象者は、第１項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れ

に係る消費税等相当額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じ

て得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その

金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場

合は、この限りではない。 

（補助金の交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算

の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金

額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補

助金の交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金

の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 
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（補助金の交付の条件） 

第６条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため次

に掲げる条件を附するものとする。 

（１）支援事業の内容の変更（支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定め

る軽微な変更を除く。）をする場合においては、市長の承認を受けること。 

（２）支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 

（３）支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合に

おいては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（４）その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生じると認められる場合に

おいては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は

一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を附するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成す

るため必要な条件を附すことができるものとする。 

（決定の通知） 

第７条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を

附した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした助成対象者等（以下「交付申請者」

という。）に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通

知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条 前条第１項の規定による通知を受けた者は、当該申請を取り下げようとするときは、速や

かにその理由を附して市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかった

ものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要

が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容

若しくはこれに附した条件を変更することができる。 

ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の

いずれかに該当する場合とする。 

（１）天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一

部を継続する必要がなくなった場合。 

（２）助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができ

ないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を

負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場

合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。) 
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３ 市長は、第１項の処分をしたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。 

第３章 支援事業の遂行等 

（支援事業の遂行） 

第 10 条 助成対象者等は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に

基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければな

らず、補助金を他の用途に使用してはならない。 

（着 工） 

第 11 条 国要綱第３の事業（以下「整備事業」という。）の着工は、原則として第５条の交付の

決定に基づき行うものとする。ただし、第３条第２項により通知を受けた助成対象者が交付

の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届（様式第５号）

を市長に提出するものとする。なお、この場合においては、助成対象者は、交付の決定まで

のあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。 

２ 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届（様式第６号）によ

り、市長に届け出るものとする。 

（状況報告及び立入検査等） 

第 12 条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に

対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現

場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

（支援事業の遂行等の指示等） 

第 13 条 市長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が補助金の交付の決

定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、

これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。 

２ 市長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業

の遂行を一時停止を命ずるものとする。 

（支援事業の内容の変更等の承認） 

第 14 条 補助金の交付の決定について第６条第１項第１号から第４号までに規定する条件を附さ

れた助成対象者等は、当該各号の承認を受けようとするときは、承認申請書（様式第３号及

び様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を

承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請

をした助成対象者等に通知するものとする。 
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（竣 工） 

第 15 条 助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届（様式第７号）

により、市長に届け出るものとする。 

（実績報告） 

第 16 条 助成対象者等は、支援事業が完了したとき（支援事業の廃止の承認を受けたときを含

む。）は、支援事業の成果を記載した実績報告書（様式第８号及び様式第９号）に市長の定

める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 第４条第４項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提

出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、

これを補助金額から減額して提出しなければならない。 

３ 第４条第４項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第１項の実績報告書を

提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消

費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した助成対象者につい

ては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）について、消費税等相当額報告書（様式第

10 号）により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しな

ければならない。 

（補助金の額の確定） 

第 17 条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が補助金の

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、当該助成対象者等に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第 18 条 市長は、第 16 条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査そ

の報告に係る支援事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しな

いと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当

該助成対象者等に対して命ずることができる。 

２ 第 16 条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。 

第４章 補助金の返還等 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第 19 条 市長は、助成対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。 

（４）その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。 
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２ 前項の規定は、支援事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用

があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を助成対象者等に通

知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 20 条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部

分に関し、すでに補助金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき補助金の額

を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、助成対象者

等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、第１項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第２項の規定によ

るものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該助成対象者等の

申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがで

きる。 

３ 助成対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当

該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由

その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（加算金及び延滞金） 

第 21 条 助成対象者等は、第 19 条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合に

おいて、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領

の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるそ

の後の期間については、既納額を控除した額）につき新潟県補助金等交付規則（昭和 32 年

新潟県規則第 7 号。以下「県規則」という。）に定められた割合で計算した加算金を市に納

付しなければならない。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前条第１項の規定の適用について

は、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返

還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達する

まで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 前項第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の

納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返

還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

４ 助成対象者等は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき県規則に定められた割合

で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

５ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助

金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計

算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

６ 市長は、第１項及び第４項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助

成対象者等の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。 
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（他の補助金の一時停止等） 

第 22 条 市長は、助成対象者等が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全

部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補

助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付

額を相殺することができる。 

第５章 雑則 

（帳簿及び書類等の備付け） 

第 23 条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類（助成対象者にあっては、財産管

理台帳（様式第 11 号）を含む。）を備え、これを整理しておかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の

翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、国要綱第３の２において

保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了（保証債務の償還、求償権の回収または償

却が終了した時点をいう。）するまで、保存しなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第 24 条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、

市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案

して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

１ 不動産及びその従物 

２ 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの 

３ その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの 

（その他） 

第 25 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年１１月２２日から施行する。 
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様式 

１ 担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

２  担い手確保・経営強化支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金交付申請書（様式第２号） 

３ 担い手確保・経営強化支援事業補助金変更承認申請書（様式第３号） 

４  担い手確保・経営強化支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金変更承認申請書（様式第４号） 

５ 交付決定前着工届（様式第５号） 

６ 着工届（様式第６号） 

７ 竣工届（様式第７号） 

８  担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書（様式第８号） 

９ 担い手確保・経営強化支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金実績報告書 （様式第９号） 

10 仕入れに係る消費税等相当額報告書（様式第 10 号） 

11 財産管理台帳（様式第 11 号） 



（様式第１号） 

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書 

                                            年 月 日 

 （宛先）新潟市長 

経営体名                   

                            代 表 者 氏 名        印 

 平成  年度において、下記のとおり事業を実施したいので、新潟市担い手確保・経営強化支

援事業交付要綱第４条第１項の規定に基づき、補助金   円の交付を申請します。  

記 

（以下の内容は経営体調書をもって代えることができる） 

１ 事業の目的                         

２ 整備内容及び経費の内訳 

整備内容 

工期 

総事業費 

(A)+(B)+(C) 

経費の内訳 

備  考 着工 
（予定）
年月日 

竣工 
（予定）
年月日 

補助金 

(A) 

経営体負担経費 

融資額 

(B) 

その他 

(C) 

計 

  ※必要に応じて積算内訳を記載する。 

３ 成果目標 

項目 
現状 

（計画時） 

１年度目 

（ 年度） 

２年度目 

（ 年度） 

目標年度 

（３年度目） 

４ 事業完了予定年月日    年  月  日 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。



（様式第２号） 

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金交付申請書 

                                            番   号 

                                            年 月 日 

（宛先）新潟市長 

                                                   新潟県農業信用基金協会 

                              会長             印 

 平成  年度において、下記のとおり事業を実施したいので、新潟市担い手確保・経営強化支

援事業交付要綱第４条第１項の規定に基づき、追加的信用供与補助事業に係る補助金   円の

交付を申請します。 

記 

１ 事業の目的                         

２ 事業の内容及び計画    

３ 経費の内訳 

資金名 保証件数 
保証対象融資額 

(A) 

補助金 

(A)×2/15 

備  考 

農業近代化資金

農業改良資金・就農支援資金

そ の 他 の 資 金

計 

４ 事業完了予定年月日   年  月  日 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。



（様式第３号） 

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業補助金変更承認申請書 

                                            年 月 日 

（宛先）新潟市長 

                                    経営体名

代 表 者 氏 名        印

 平成  年  月  日付け新 第  号をもって交付決定のあった事業について、下記のと

おり変更したいので、新潟市担い手確保・経営強化支援事業交付要綱第 14 条第１項の規定に基づ

き申請します。 

記 

１ 変更の理由                         

（以下の内容は経営体調書をもって代えることができる） 

２ 整備内容及び経費の内訳 

整備内容 

工期 

総事業費 

(A)+(B)+(C) 

経費の内訳 

備  考 着工 
（予定）
年月日 

竣工 
（予定）
年月日 

補助金 

(A) 

経営体負担経費 

融資額 

(B) 

その他 

(C) 

計 

  ※必要に応じて積算内訳を記載する。 

３ 成果目標 

項目 
現状 

（計画時） 

１年度目 

（ 年度） 

２年度目 

（ 年度） 

目標年度 

（３年度目） 

４ 事業完了予定年月日    年  月  日 

５ 添付書類 

※補助金交付申請書に添付したものから変更があったもの及び市長が必要と認めるものを添

付すること。



（様式第４号） 

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金変更承認申請書 

                                            番   号 

                                            年 月 日 

（宛先）新潟市長 

                                                        新潟県農業信用基金協会 

                                  会長        印 

 平成  年  月  日付け新  第  号をもって交付決定のあった事業について、下記の

とおり変更したいので、新潟市担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱第 14 条第１項の規

定に基づき申請します。 

記 

１ 変更の理由                         

２ 事業の内容及び計画    

３ 経費の内訳 

資金名 保証件数 
保証対象融資額 

(A) 

補助金 

(A)×2/15 

備  考 

農業近代化資金

農業改良資金・就農支援資金

そ の 他 の 資 金

計 

４ 事業完了予定年月日   年  月  日 

５ 添付書類 

※補助金交付申請書に添付したものから変更があったもの及び市長が必要と認めるものを添

付すること。

（注） 補助金の交付決定により通知された「整備内容及び経費の内訳」と変更後の「整備内容

及び経費の内訳」とを容易に比較対照できるように変更部分を２段書きとし、変更前を括弧書き

で上段に記載すること。 



（様式第５号） 

                                           年 月 日  

（宛先）新潟市長 

                                    経営体名

代 表 者 氏 名        印

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届 

 平成  年度担い手確保・経営強化支援事業経営体調書に基づく整備事業について、下記条件

を了承の上、交付決定前に着工したいので、次のとおり交付決定前着工届を提出します。 

記 

１ 補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を

生じた場合、これらの損失は、自らが負担します。 

２ 補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において

も、異議がありません。 

３ 当該事業については、着工から補助金交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行い

ません。 

整備内容 総事業費 

着工予定 

年月日 

竣工予定 

年月日 

交付決定前着工の理由 



（様式第６号） 

年 月 日  

（宛先）新潟市長 

                                     経営体名

                                     代 表 者 氏 名        印

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届 

 平成  年度担い手確保・経営強化支援事業経営体調書に基づく事業について、下記のとおり

着工しましたので届け出ます。                                             

記 

整備内容 

（機械・施設名等） 

事業費（円） 

着工住所 

契約年月日 

完了予定年月日 

 注：工程表等を添付すること。 



（様式第７号） 

年 月 日  

（宛先）新潟市長 

                                     経営体名

                                     代 表 者 氏 名        印

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届 

 平成  年度担い手確保・経営強化支援事業経営体調書に基づく事業について、下記のとおり

工事が完了しましたので届け出ます。 

記 

整備内容（機械・施設等名）

事業費（円）

契約住所

契約年月日

完了年月日

関係法令検査年月日

竣工検査年月日

引き渡し年月日

 注：必要に応じ、請負人等からの完了届の写しを添付すること。 



（様式第８号） 

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書 

                                            年 月 日 

（宛先）新潟市長 

                                    経営体名

代 表 者 氏 名        印

 平成  年  月  日付け新  第  号をもって交付決定のあった事業について、下記の

とおり実施したので、新潟市担い手確保・経営強化支援事業交付要綱第 16 条第１項の規定に基づ

き、その実績を報告します。 

 （なお、併せて精算額として金     円の交付を請求します。） 

記 

（以下の内容は経営体調書をもって代えることができる） 

１ 事業の目的                         

２ 整備内容及び経費の内訳実績 

整備内容 

工期 

総事業費 

(A)+(B)+(C) 

経費の内訳 

備  考 着工 
年月日 

竣工 
年月日 

補助金 

(A) 

経営体負担経費 

融資額 

(B) 

その他 

(C) 

計       

  ※必要に応じて積算内訳を記載する。 

３ 成果目標 

項目 
現状 

（計画時） 

１年度目 

（ 年度） 

２年度目 

（ 年度） 

目標年度 

（３年度目） 

４ 事業完了年月日    年  月  日 

５ 添付書類 

※市長が必要と認めるものがあれば添付すること。 

（注）融資機関等からの融資決定通知、整備事業に係る契約書及び請求書等当該整備事業に係る

事業費が確認しうる書類を添付すること。（融資主体型補助事業の場合は、融資機関からの融資

決定通知等融資額を確認し得る書類を添付すること。） 



（様式第９号） 

平成  年度担い手確保・経営強化支援事業（追加的信用供与補助事業）補助金実績報告書 

                                            年 月 日 

（宛先）新潟市長 

新潟県農業信用基金協会 

                                  会長        印 

 平成  年  月  日付け新  第  号をもって交付決定のあった事業について、下記の

とおり実施したので、新潟市担い手確保・経営強化支援事業交付要綱第 16 条第１項の規定に基づ

き、その実績を報告します。 

 なお、併せて精算額として金     円の交付を請求します。 

記 

１ 事業の目的                         

２ 事業の内容及び実績    

３ 経費の内訳 

資金名 保証件数 
保証対象融資額 

(A) 

補助金 

(A)×2/15 

備  考 

農業近代化資金

農業改良資金・就農支援資金

そ の 他 の 資 金

計 

４ 事業完了年月日   年  月  日 

５ 添付書類 

追加的信用供与補助事業による保証実績を証する書類 



（様式第 10 号） 

平成  年度仕入れに係る消費税等相当額報告書 

                                            年 月 日 

（宛先）新潟市長 

                                    経営体名

代 表 者 氏 名        印

 平成  年  月  日付け新  第  号をもって交付決定のあった事業について、新潟市

担い手確保・経営強化支援事業交付要綱第 16 条第３項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

記 

１ 平成  年  月  日付け新 第  号による額の確定通知額  金      円 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額      金      円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る              

  消費税相当額                         金      円 

４ 補助金返還相当額（３－２）                  金      円 

（注）参考となる資料を添付すること。



（様式第 11 号） 

財  産  管  理  台  帳 

 助成対象者名

事業実施年度 事業名 担い手確保・経営強化支援事業（融資主体補助型） 

事業の内容 事業実施期間 経費の配分 処分制限期間 処分の状況

摘 要

施設・機械名 型式等 設置場所
着 工

年月日

完 了

年月日

事業費

負担区分

耐用年数
処分制限

年 月 日

承 認

年月日

処分の

内 容
補助金 融資額 その他

（注）１ 処分制限年月日欄は、処分制限の終期を記入すること。

   ２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付、担保提供等別に記入すること。

   ３ 備考欄には、譲渡先、貸付先、抵当権の設定権者の名称又は補助金の返還額を記入すること。

   ４ この様式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の様式をもって代えることができる。

   ５ 本台帳は、処分制限期間（処分した施設・機械については承認年月日）を経過するまでは保存管理すること。


